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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月24日(2008.4.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＰＤＸ１陽性内胚葉細胞を作製する方法であって、
外因性ＴＧＦβスーパーファミリー増殖因子の存在下で、多分化能ヒト細胞の集団を培養
する工程；
該細胞集団から外因性ＴＧＦβスーパーファミリー増殖因子を取り除く工程；および
レチノイドの存在下で該細胞集団を連続培養し、多分化能ＰＤＸ１陽性内胚葉細胞を作製
する工程、
を包含する、方法。
【請求項２】
前記細胞集団を連続培養する工程が、ＦＧＦファミリー増殖因子を該細胞集団に供給する
工程を包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ＦＧＦファミリー増殖因子は、前記レチノイドとほぼ同時に供給される請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
前記ＦＧＦファミリー増殖因子がＦＧＦ－１０を含む、請求項２または３に記載の方法。
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【請求項５】
前記細胞集団の少なくとも２５％がＰＤＸ１を発現する、請求項１～４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項６】
定量ポリメラーゼ連鎖反応によって決定される場合、前記ＰＤＸ１陽性内胚葉細胞におい
て、ＰＤＸ１の発現が、α－フェトプロテイン（ＡＦＰ）、ＳＯＸ７、ＳＯＸ１、ＺＩＣ
１およびＮＦＭからなる群から選択されるマーカーの発現より高い請求項１～５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項７】
前記ＰＤＸ１の発現が、免疫細胞化学により決定される請求項１～６のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項８】
前記レチノイドは、レチノイン酸（ＲＡ）である請求項１～７のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項９】
ＲＡは、０．０１μＭから約５０μＭまでの範囲の濃度で供給される請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
ＲＡは、０．１μＭから約１０μＭまでの範囲の濃度で供給される請求項８に記載の方法
。
【請求項１１】
前記外因性ＴＧＦβスーパーファミリー増殖因子がアクチビンＡを含む、請求項１～１０
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
ヒト細胞の少なくとも約１０％がＰＤＸ１陽性内胚葉細胞である、ヒト細胞を含むインビ
トロ細胞培養物。
【請求項１３】
前記ヒト細胞の少なくとも約２５％が、ＰＤＸ１陽性内胚葉細胞である請
求項１２に記載の細胞培養物。
【請求項１４】
レチノイドをさらに含む請求項１２または１３に記載の細胞培養物。
【請求項１５】
前記レチノイドがレチノイン酸（ＲＡ）を含む、請求項１４に記載の細胞培養物。
【請求項１６】
ＦＧＦファミリー増殖因子をさらに含む、請求項１２～１５のいずれか１項に記載の細胞
培養物。
【請求項１７】
前記ＦＧＦファミリー増殖因子がＦＧＦ－１０を含む、請求項１６に記載の細胞培養物。
【請求項１８】
前記ヒトＰＤＸ１陽性内胚葉細胞が非組換え細胞である、請求項１２～１７のいずれか１
項に記載の細胞培養物。
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